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 興部町ゼロカーボンまちづくり計画（以下、「本計画」という。）は、本町が温室効果ガ
スの削減などを行うための施策に関する事項を定めるもので、地球温暖化対策の推進に関
する法律(以下「地球温暖化対策推進法」という。)第 21条第 3項の温室効果ガスの排出の
量の削減等を行うための施策に関する事項を定める計画 (「地方公共団体実行計画(区域施
策編)」)として策定するものです。 
 気候変動が影響していると考えられる異常気象は、世界各地のみならず日本においても
豪雨災害や猛暑など、これまでに経験したことのない大規模災害が頻発しています。この
要因は、産業革命以降の世界的な工業化に伴う温室効果ガスの排出であり、1992 年に
は、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目的とする「国連気候変動枠組条
約」が採択され、地球温暖化対策に世界全体で取り組んでいくことを合意しました。同条
約に基づき 1995 年以降「国連気候変動枠組条約 締約国会議（COP）」が毎年開催されて
います。 
2015年 12月にフランスで開催されたCOP21では、2020年以降の気候変動問題に関す
る国際的な枠組みとなる「パリ協定」が採択され、2016 年 11 月に発効しました。パリ協
定は、世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも２℃高い水準を十分に下回るものに
抑えるとともに、1.5℃高い水準までのものに制限するための努力を継続すること、このた
めに、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量と
の間の均衡（世界全体でのカーボンニュートラル）の達成を目指すこと等を定めています。
2021 年 11 月にイギリスで開催された COP26 では、150 カ国以上がカーボンニュートラ
ル宣言を行い、世界的なカーボンニュートラルへ動き出すこととなりました。 
その後、世界各国がカーボンニュートラル宣言をする中、2020 年 10 月 26 日に菅内閣
総理大臣（当時）は所信表明演説において、日本が 2050 年までにカーボンニュートラル
を目指すことを宣言し、2021年4月の地球温暖化対策推進本部及び米国主催の気候サミッ
トにおいて、「2050 年目標と整合的で、野心的な目標として、2030 年度に、温室効果ガ
スを 2013 年度から 46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向けて、挑戦を続
けていく」ことを表明しました。 
 
 本町は、国内外の動向を踏まえ 2023 年 11月に、町内の企業・団体と協力して 2050 年
のカーボンニュートラルを目指すための検討組織である「興部町ゼロカーボン推進会議」
を設立し、同日には「興部町ゼロカーボンシティ宣言」を行いました。この宣言の具体的
な行動を定め、推進するため本計画を策定します。 
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(1)計画の位置付け 

 本計画は、本町が温室効果ガスの削減などを行うための施策に関する事項を定めるもの
で、地球温暖化対策推進法第 21条第 3項の温室効果ガスの排出の量の削減等を行うため
の施策に関する事項を定める計画 (「地方公共団体実行計画(区域施策編)」)として策定す
るものです。 

(2)計画期間 

本計画の基準年度、目標年度、計画期間については 2013 年度を基準年度とし、2030 
年度を目標年度とします。また、興部町では町内事業者と共同でゼロカーボンシティ宣言
を行い、2050 年排出量ゼロを目標としました。それに従い、2030 年度以降も継続して
2050 年度を排出量ゼロの長期目標として本計画を進めてまいります。 

 
2013 ・・ 2023 2025 2026 2027 ・・・ 2030 ・・・ 2050 

基準
年度 ・・ 

ゼロカーボン
シティ宣言 
（現状年度） 

策定
年度 

対策・施策の進捗把握 
定期的に見直しの検討 

目標
年度   長期

目標 

計画期間 
ゼロカーボンシティ宣言実行期間 

※現状年度は、排出量を推計可能な直近の年度を指します。 
表 1 興部町における基準年度、目標年度及び計画期間等 
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(3)関連計画 

本計画は、興部町の最上位計画である「第６期興部町総合計画」、「第 2 次興部町役場地
球温暖化対策実行計画（事務事業編）」、関連計画である「興部町バイオマス産業都市構想」
とも整合・ 連携を図ります。また、地球温暖化対策推進法に基づいて策定される地球温暖
化対策計画、及び北海道が示す北海道地球温暖化対策推進計画の内容との整合を図ります。 
 

 
 

図 1 計画の位置付けと関連計画 
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(1)地球温暖化の影響 

地球温暖化は、大気中の二酸化炭素など温室効果ガスの大気中濃度が増加し、これに伴
っ て太陽からの日射や地表面から放射する熱の一部がバランスを超えて温室効果ガスに吸
収 されることにより地表面の温度が上昇する現象です。 
急激な気温の上昇に伴い、私たちの生活へ甚大な被害が及ぶ可能性が指摘されています。 
 
 
 
 

図 2 地球温暖化の影響 
 

(2)本町の気温の経年変化 

 本町においても地球温暖化を起因とする平均気温の上昇が顕著に見られ、その影響は基
幹産業である一次産業にも大きな影響を与えます。2005 年に 5.6℃であった年平均気温は
約 20年後の 2024 年には 6.9℃と 1.3℃も上昇しています。 

 
図 3  本町の平均気温の変化 

 
このまま温暖化対策を行わないまま現状の生活を続け、2050 年を迎えると 2005 年を基
準とした場合およそ+4.8℃も上昇すると言われており、2050 年には本町の平均気温は現
在の東北地方の平均気温と同等まで上昇すると予測されます。 
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(3)国外の主な動向 

2015 年の第 21 回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)において採択された「パリ協
定」は 2020 年以降の温室効果ガス排出削減などのための新たな国際枠組みであり、先進
国・途上国の区別なく、地球の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて 2°C より十分下方
に抑える(2°C 目標)とともに、1.5°C に抑える努力を追求すること(1.5°C 目標)などが掲げ
られています。 
2018 年に IPCC より公表された「1.5°C 特別報告書」では、世界全体の人為起源の
CO��の排出量が 2030 年までに 2010 年比で約 45%減少し、2050 年前後に「正味ゼロ」
に達する必要があることが示されました。この報告を契機に、2050 年から今世紀後半に
かけてカーボンニュートラルを達成するという目標が世界各国で掲げられるようになりま
した。 
2021 年にイギリスで開催された COP26 では、「グラスゴー気候合意」が決定され、
150 カ国以上がカーボンニュートラル宣言を行い、世界的なカーボンニュートラルへ動き
出すこととなりました。 
 

(4)国内の主な動向 

 国は、地球温暖化対策推進法に基づき、2016 年に「地球温暖化対策計画」を閣議決定
し、2030 年度に 2013 年度比で 26％減、2050 年度には 80％削減するという目標を掲
げました。2020 年には、カーボンニュートラル宣言が行われ以降、地球温暖化への対応
において成長が期待される重点分野の今後の取組を明記した「2050 年カーボンニュート
ラルに伴うグリーン成長戦略(2020 年)」や、地域の成長戦略を示すことで脱炭素先行地
域を創出し、そのモデルを全国に伝ぱさせるという道筋を示した「地域 脱炭素ロードマ
ップ(2021 年)」が策定されました。 
また、2021 年 10 月には、「地球温暖化対策計画」、「第 6次エネルギー基本計画」な

どが閣議決定され、脱炭素政策についての新たな方針が次々と掲げられました。 
  北海道においても国の動向を受け、2021年に「北海道省エネルギー推進行動計画【第
Ⅲ期】」、2022 年に「北海道地球温暖化対策推進計画（第 3 次）」を改訂し、北海道の特性
にあった地球温暖化対策の指針を掲げました。 

(5)本町の主な動向 

 本町では環境にやさしいまちづくりを目指し、古くから地球温暖化対策に取り組んで来
ました。2000年には新エネルギービジョンを策定し、その翌年にオホーツク地域では初と
なる風力発電所（写真１）を稼働させ、公共施設への電力供給を先進的に取組みました。
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現在ではその役目を終え、町のシンボルとしてモニュメント保存されています。 
また、基幹産業である第 1 次産業に賦存するバイオマス資源が多く、それの有効活用に
ついても研究を進めてきました。家畜ふん尿・生ゴミ・下水汚泥等を資源として活用し、
エネルギーを創出するバイオガスプラント��（以下、BGP という。）の導入や、周辺市町村
との広域的取組みなどを進めています。これまでの取組みを礎として、地域資源を活用し
た環境にやさしいまちづくりを進めています。 
国、北海道の動向を踏まえ、2023 年 11 月に、町内の企業・団体と協力して 2050 年の
カーボンニュートラルを目指すための検討組織である「興部町ゼロカーボン推進会議」を
設立し、同日には「興部町ゼロカーボンシティ宣言」を行いました。また、その取り組み
の指針として「興部町ゼロカーボンまちづくり条例」を制定し、行政のみならず本町で生
活、産業を営む全住民でカーボンニュートラルに向けた行動を行なってまいります。 
 

 
写真 1 興部町⾵⼒発電所（現在は廃⽌のモニュメントとして保存） 
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写真 2 興部北興バイオガスプラント 
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(1)地域の概要 

本町は北海道オホーツク管内の西北部、オホーツク海の中部にあり、北緯44度13分 03
秒から 44 度 29 分 45 秒・東経 142 度 51 分 43 秒から 143 度 16 分 55 秒のところに位置
し、東に紋別市、南西に西興部村と滝上町、西北に雄武町とそれぞれ隣接しています。北
見山脈を源としてオホーツク海に注ぐ５つの河川とその支流の流域に農用地が広がり、海
岸線に近づくにしたがい、なだらかに起伏する段丘地が広がっています。 
主な土地利用構成は、山林が 249.3km2 （68.8%）、畑 が 58.61km2 （16.2％）、牧場
が 10.61km2 （2.9%）、宅地が 2.73km2 （0.7％）です。 
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表 3 興部町の土地利用構成（令和 6 年北海道統計書） 
 

(2)気候概況 

ケッペンの気候区分において冷帯湿潤気候に相当し、春季から秋季の間は冷涼な気候で
す。また、冬季は流氷が接岸し厳しい寒さになります。過去に記録した最高気温は平成 11 
年 8 月の＋34.3 度で、最低気温は昭和 53 年 2 月の－29.8 度です。年平均気温は 5.0～
6.5℃前後、年平均降水量は 800～1,000mm前後、年平均総日照時間は 1,600 時間前後、
最深積雪は 110cm（平成 13 年となっています。4 月から 6 月にかけて西南の風が強く、
フェーン現象が発生しやすくなります。 

 
図 4 各月の気象条件ごとの平年値 



 14 

(3)人口 

本町の人口は、昭和35年の9,363人を最高に年々減少し続け、平成27年には3,909人
となり、ピーク時の半数以下まで減少しております。この要因は、産業構造の変化や官公
署・国鉄の廃止、少子化の進展、雇用不足による労働人口の流出など、多様な原因が考え
られ、今後も減少傾向は避けて通れない状況であります。 
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表 4 興部町の⼈⼝（実績値）国勢調査より作成 ※2023 年は住民基本台帳 
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(4)産業 

 本町の産業は、豊かな水産資源による漁業や、冷涼な気候を利用した酪農業が基幹産業
であり、その他林業、工業、商業、観光業が盛んです。 
 
 
a 酪農・畜産業 
 総農家数が 61戸で、そのうち酪農家は 55戸です。経営耕地面積は 5,724ha で、そ
のうち約 91％にあたる 5,213ha が牧草畑となっています（町資料）。 町内 61戸で
11,553 頭の乳牛、1,151 頭の肉牛が飼養されています。 
令和 3年度において、牛乳出荷量が 60,000t を超え、北海道オホーツク管内でも有数の酪
農地帯です。北オホーツク農業協同組合の扱う生産額は、生乳で約 67億 6,000 万円、畜
産で約 11億 4,000 万円であり、合わせて 79億円となっています。 
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表 6 農家数・牛飼養頭数・生乳生産量（JA 北オホーツク資料『畜産物生産量生産額』） 
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これからの興部町の酪農は健康な土づくりから、健康な草と健康な牛を育て、そして消
費地と生産地が協力し合う開かれた農業につなげたいと考えています。また良質な原料生
産地としての地位の確立を目指すだけではなく、少しでも自分達の手で作ったものを消費
地に届けるための「ものづくり」を新たなスタイルと考え、アイスクリーム、ハム・ソー
セージ、ナチュラルチーズなど農畜産物の研究・製造による、地域特性を生かしたさまざ
まな活動も進められています。 
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表 7 畜産物の生産量及び生産額（千円）（JA 北オホーツク資料『畜産物生産量生産額』） 
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b ⽔産業 
ほたてをはじめさけ・ます、毛がになどの海産物が主要なものです。最近では栽培漁 業
の発達や稚魚の放流事業、水源確保のための植樹事業など、単に獲るだけの漁業から、育
てていく漁業へと将来を見据えたものに変化してきています。コンブやウニを流氷から守
るため、世界でも初めての防氷堤を設置し、これらの活動により沿岸漁業資源の確保と漁
業経営の安定が実現されつつあります。令和 5 年における漁獲高は約 54 億 8,749 万円で
あり、そのうち 60％にあたる 32 億 9,382 万円（18,751t）がほたてです。その他にも、
さけ・ますが 13 億 5,639 万円（25％，2,122t）、いかが 96 万円（0.02％，3.4t）毛がに
が1億1,188万円（2％，23t）であり主要な部分を占めています。 漁港数は2漁港で漁船
数は188隻、400経営体で約150人の従業員が就業しています（令和5年度沙留漁業協同
組合 業務報告書）。 
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表 8 ⿂種別漁獲量（t）および漁獲⾼（千円） 
興部町産業振興課漁勢調査資料『漁業種類別・魚種別陸揚量と陸揚高』 

 
 

 
c 林業 
本町の総面積である 36,250ha のうち 70％にあたる 25,655ha を森林が占める興部町では、
人と森がより親密に、より気軽に対話ができるような、自然にも人にもやさしい環境づく
りに取り組んでいます。木工場から出たおがくずやチップはバーク堆肥の原料とするなど、
資源の有効な活用を図り、将来への財産づくりとして森林を守り育てることに専念してい
ます。林業経営体数は 11経営体です。（2020 年農林業センサス） 



 18 

d ⼯業 
事業所数が13事業所、従業員は391人で製造品出荷額は95億9,753万円です。このう
ち 10 事業所が食品加工業で、従業員数は 368 人、出荷額は 87 億 3,642 万円です。（令和
元年工業統計） 
 
e 商業 
事業所数が 38 事業所、従業員数は 169 人で年間商品販売額が 44 億 3,028 万円です。 
内訳は卸売業が 6 事業所 15 人（6 億 2,636 万円）、小売業が 32事業所 154 人（38億
3620 万円）です（平成 26 年商業統計）。 
 
f 観光業 
道の駅アニュウは、平成元年のJR名寄本線の廃止に伴い興部駅跡地に建てられ、交通記
念複合施設 （アニュウ・ジョイパーク）として生まれ変わりました。現在は道の駅「おこ
っぺ」と して特産品の販売のほか、無料の簡易休憩所・宿泊所としてライダーなど旅行者
に広く利用されています。流氷の訪れるまちである興部町では、オホーツク海のさるる海
水浴場から世界で初めて設置された防氷堤を見ることが出来ます。 

(5)交通 

 興部町の主要道路としては国道 239 号線（天北国道）と 238 号線（オホーツクライン）
の 2 路線のほか、 道道 4 路線（334 号線，492 号線，883 号線，1055 号線）が通り、
人々の生活を支えています。 
公共交通機関では、JR 名寄駅からは路線バスが運行しています。また、隣に位置する紋
別市からはオホーツク紋別空港から千歳空港経由の東京便や、札幌・旭川方面への都市間
高速バスも運行しています。町内においてはマイカーを持たない高齢者や通学生徒などの
移動手段として町内における住民スクールバスの運行のほか、移動手段を持たない高齢者
や妊産婦等にハイヤーの利用助成を行なっています。 
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(1)温室効果ガス排出量の推計手法 

 計画策定に用いられる温室効果ガスの排出量推計については、地方公共団体（区域施策
編）策定・算定実施マニュアル（算定手法編）（環境省）において、実績値がなくても算
定可能な⼿法として、図５のカテゴリ A のように全国や都道府県の炭素排出量を部⾨別活
動量で按分する⽅法が標準的⼿法として算定可能です。 
 しかしながら、より本町の実態に即した温室効果ガス排出量の算定を⾏うためには、本
町の⽣産活動等の実績値を⽤いより精緻な実績に基づき算定する必要があります。 
 本町は、実態に即した排出量を算定し、実効性の⾼い計画策定を⽬的とし、北海道⼤学
⼤学院⼯学研究院と共同研究としてアンケート調査や事業者ヒアリングを実施し、現況の
排出量を算定しました。 

 
図 5 統計量の按分法による推計⽅法 
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(2)対象とする温室効果ガスおよび排出量の算定方法 

 温室効果ガスには、⼆酸化炭素をはじめ、メタン、⼀酸化⼆窒素など様々な種類があり
ますが、本計画では家庭や産業などから多く排出され、特に排出削減が求められる「⼆酸
化炭素」を対象とします。 
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表 9 温室効果ガスの種類と主な排出活動 
  

さらに⼆酸化炭素は、私たちの活動により排出され、エネルギー起源（燃料等の使⽤に
より排出されるもの）と⾮エネルギー起源（廃棄物の焼却等）に分類され、それぞれにお
いて排出削減のアクションが必要です。 
 
①エネルギー起源の⼆酸化炭素排出量の算定⽅法 

 
 

 
 
②⾮エネルギー起源の⼆酸化炭素排出量の算定⽅法 

 
 

図 6 ⼆酸化炭素排出量の算定⽅法 
出典：地方公共団体（区域施策編）策定・算定実施マニュアル（算定手法編）（環境省） 
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(2)町内の温室効果ガス排出量と推計 

興部町のGHG排出量について、エネルギー起源を「産業部門」、「家庭部門」、「業務そ
の他部門」、「運輸部門」に分け、非エネルギー起源を「廃棄物部門」とし、現状推計を行
いました。 
家庭部門については、町内全戸に実施したアンケート調査結果をもとに推計し、運輸部

門については、エネルギー事業者へのヒアリング調査結果から推計したものです。 
単位：t-CO�� 
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表 10 部門別二酸化炭素排出量 
 

  2023 年度における町内からの温室効果ガスの総排出量は、基準年である 2013 年度対比
で 8.15％減の 56,606t-CO��となりました。本町の基幹産業である水産業、酪農業を抱える
産業部門の「農林水産業」については 45%増の 8,646t-CO��ですが、農林水産業の生産額
が 2013 年度対比で 22％増の 134 億円となっており、産業の拡大とともに温室効果ガス
排出量の増加が見て取れます。 
 これまでは、産業の発展と比例して温室効果ガス排出量の増加する傾向にありますが、
これからは産業の発展と合わせて温室効果ガス削減の取り組みを進めていく必要がありま
す。 
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図 7 部⾨別温室効果ガス排出量の推移�¢ �������� �å�S�Ž�ñ�x �#�"�6 �³�Æ�æ�¦
*�-�‹�£ ��

 
 

 

 
図 8 産業部門の温室効果ガス排出量の推移�¢ �������� �å�S�Ž�ñ�x �#�"�6 �³�Æ�æ�¦
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図 9 家庭部門の温室効果ガス排出量の推移�¢ �������� �å�S�Ž�ñ�x �#�"�6 �³�Æ�æ�¦
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図 10 業務・その他部門の温室効果ガス排出量の推移�¢ �������� �å�S�Ž�ñ�x �#�"�6 �³�Æ�æ�¦
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図 11 運輸部門の温室効果ガス排出量の推移�¢ �������� �å�S�Ž�ñ�x �#�"�6 �³�Æ�æ�¦
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図 12 廃棄物部門の温室効果ガス排出量の推移�¢ �������� �å�S�Ž�ñ�x �#�"�6 �³�Æ�æ�¦
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(3)森林の二酸化炭素吸収量 

 地球上において、二酸化炭素の循環を考える場合、森林はその吸収源として大きな役割
を果たしており、私たちの生産活動から排出される二酸化炭素の排出量と、森林の吸収量
を均衡させ、排出量を差し引きゼロにすることを「カーボンニュートラル」と言います。
カーボンニュートラルの実現には、この排出量を抑える（削減）する取り組みと吸収量を
増やす取り組みが必要です。 
本町の森林の過去 5 か年（2019 年度～2023 年度）の二酸化炭素吸収量を下表にまとめ
ましたが、樹齢や伐採の状況、面積等の変化により吸収量も変化していることがわかりま
す。この過去 5か年の二酸化炭素吸収量から、本計画で用いる「本町の二酸化炭素吸収
量」は、次の３ケースをそれぞれ算定します。 
 
ケース１：本町に存在する全ての森林を吸収源とする 
ケース２：町有林と私有林の森林を吸収源とする 
ケース３：町有林のみを吸収源とする 

単位：t-CO�� 
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表 11 森林の所有区分別二酸化炭素吸収量 

 

(4)現況における二酸化炭素の排出量と吸収量 

 現状年度（2023 年度）における二酸化炭素の排出量は 56,606t-CO��であり、ケース別
に現在の排出量と吸収量を評価します。 
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a ケース１：本町に存在する全ての森林を吸収源とする場合 
 全ての森林を吸収源とする場合、二酸化炭素の総排出量で
ある 56,606t-CO��に対し、吸収量は 64,721t-CO��であること
から、吸収量が 8,115t-CO��多く「カーボンネガティブ��」の状
態です。 
 
 
 

 
b ケース２：町有林と私有林を吸収源とする場合 
私有林を除く全ての森林を吸収源とする場合、二酸化炭素
の総排出量である 56,606t-CO��に対し、吸収量は 34,270t-
CO��であることから、総排出量に対し吸収量は 22,336t-CO��

少ない計算となります。 
 
 
 
c ケース３：町有林のみを吸収源とする場合 
町有林のみを吸収源とする場合、二酸化炭素の総排出量で
ある 55,221.6t-CO��に対し、吸収量は 5,997t-CO��であること
から、総排出量に対し吸収量は 50,609t-CO��少ない計算とな
ります。 
 

 
 

(5)本町における森林の吸収源��

上記のCO��吸収量は、2016 年度から 2020 年度の 5か年において、興部町森林整備計画
通りに適切に管理された森林が吸収したCO��の吸収量を算定した結果です。 
今後も、森林整備計画に基づき本町が直接管理する町有林の他、民有林所有者と連携
し、適切に管理を行っていくことで森林のCO��吸収量を最大化していくため、ケース２の
町有林と私有林を森林吸収源とします。 
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 本町は、これまでも産業の発展や課題解決を行いながら持続可能な産業の発展を目指
し、町民や事業者の皆様とまちづくりを進めてきました。 
 地球温暖化の影響は、私たちの生活や産業活動に影響を与え始めており、これまで以上
に自分ごととしてこの課題に立ち向かい解決していく必要があります。この問題を解決す
るのは、行政だけではなくこの町に暮らす全ての町民であり、全町上げて立ち向かうべく
行政、事業者、町民と共同で「興部町ゼロカーボンシティ宣言」を行いました。 
 本計画策定においても、町民横断組織である「興部町ゼロカーボン推進会議」を中心
に、それぞれの産業における現状や課題、今後取り組むべき方向性を洗い出し、目標を抽
出しています。 
 町民生活や各産業の持続的な発展と環境にやさしい豊かなまちづくりを進めることを
2050 年の興部町の目指すまちの姿としました。 
 

 
 

図 13   2050 年の興部町の将来像 
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 本町はゼロカーボン推進の基本方針として、興部町ゼロカーボンまちづくり推進条例を
2023 年に制定し、全てのステークホルダーの役割について整理し協働でまちづくりを進
めています。 
 条例第 4条に定義する各主体の役割について、下記に整理します。 

(1)行政の役割 

・地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、⾃ら率先してこれに取り組み、ゼ 
ロカーボンの実現を⽬指すものとする。 
・あらゆる政策分野でゼロカーボンにつながる取り組みを行うものとする。 
・ゼロカーボン推進のため、町民、事業者と連携及び協働してこれを行うものとする。 
・町民、事業者によるゼロカーボンの取り組みを促進するために必要な措置を講ずるよう 
に努めるものとする。 

(2)事業者の役割 

・地球温暖化の重要性について理解を深めるとともに、その事業活動に関し、自主的かつ 
積極的に措置を講ずるように努めなければならない。 
・町が実施するゼロカーボンの取り組みに協力するよう努めなければならない。 

(3)町民の役割 

・地球温暖化の重要性について理解を深めるとともに、その日常生活において、自主的か 
つ積極的に措置を講ずるように努めなければならない。 
・町が実施するゼロカーボンの取り組みに協力するよう努めなければならない。 
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 温室効果ガスには、⼆酸化炭素をはじめ、メタン、⼀酸化⼆窒素など様々な種類があり
ますが、本計画では家庭や産業などから多く排出され、特に排出削減が求められる「⼆酸
化炭素」を対象とします。 
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表 12 温室効果ガスの種類と主な排出活動（⼀部抜粋） 
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 本計画で使用する用語の定義は下記の通りとします。 
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表 13 本計画で使⽤する⽤語の定義 
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 本計画における温室効果ガス削減目標は、2050 年までに二酸化炭素の排出量と（全森
林/私有林を除く全森林/町有林のみ）の森林吸収量を均衡させ、排出量を差し引きゼロに
し、実質排出量ゼロ（ゼロカーボン）を目指します。 
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表 14  温室効果ガス削減⽬標 

 
図 14 温室効果ガス実質排出量ゼロに向けたロードマップ 
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 温室効果ガスの削減の施策は、その施策の実行により産業の発展や生活基盤の向上に繋
がり豊かな生活を実現することが重要です。第六期興部町総合計画後期基本計画では、町
の目指すべき将来像を掲げた「”地域の誇り”未来の産業を育てる～ひと、まち、自然が調
和するまち・おこっぺ～」の実現に向けて、まちづくりを進めてきました。本計画では、
総合計画の第 5 章第５節「脱炭素社会への移行」に登載の５つの主要施策を基本方針とし、
実行します。 
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 表 15 温室効果ガス排出削減に向けた５つの基本⽅針 
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(1)主要施策１ バイオガスプラントを中心としたエネルギーの利活用 
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●町内各地区で導入可能性調査を行い、整備計画を立案します 
●整備により生まれるエネルギーを町内で利用し、化石燃料使用量の削減を行います 
 
私たちが利用している多くのエネルギーは、海外から輸入される化石燃料に依存してお
り、温室効果ガス削減及び、安全保障上においてもエネルギーの地産地消を進めることが
重要です。本町には、太陽光などの代表的な再生可能エネルギーのほか、地域特有の資源
である家畜ふん尿や生ごみ、下水汚泥などのバイオマス資源が豊富に存在します。地域に
おけるエネルギー自給率の向上を行なっていきます。 
 
＜導入目標＞ 
 本町の酪農業においては、家畜に給餌する餌を大規模に生産する TMR センター��が発達
しており、町内に５か所のTMRセンターが稼働しています。すでに１か所のTMRセンタ
ーではバイオガスプラントの導入が完了しています。TMRセンターは草地管理から餌作り、
配送まで一貫して担っていることから、その草地へ還元するバイオ液肥（消化液）の生産
についても TMR センター単位で実施することを想定し、下記のとおり導入目標とします。 
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表 16 バイオガスプラント導⼊⽬標と温室効果ガス削減量 
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(2)主要施策 2 再生可能エネルギーの導入 
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●公共施設、病院、工場など大需要家ヘの積極導入を行います 
●家庭部門へは、太陽光導入やカーボンフリー電力への切り替え推進を行います 
 
私たちが利用しているエネルギーの多くは化石燃料由来であり、その使用時には主に温
室効果ガスである二酸化炭素が排出されます。一方で本町は、家畜ふん尿や森林等のバイ
オマス資源や太陽光、⾵⼒などの再⽣可能エネルギーが豊富に賦存していますが、活⽤し
きれていないのが現状です。地域内の再⽣可能エネルギー利活⽤の最⼤化により、環境に
やさしいゼロカーボンまちづくりを進めます。 
 
＜導入目標＞ 
 本町には、豊富な再⽣可能エネルギーが賦存しており、それぞれ⽬的に応じた導⼊が必
要です。太陽光については、個別住宅への導⼊を推進し、公共施設等の⼤型需要家につい
てはレジリエンス強化とゼロカーボンを⽬的とした導⼊を進めていきます。グリッド外の
公共施設や低圧受電の施設、⺠間の建物や⼯場へは、バイオガスプラント（畜産系バイオ
マス）から供給できる仕組みの構築、および個別の太陽光導⼊を推進します。 
 
①太陽光（建物系）への導⼊ 
 本町では、電⼒消費量の多い公共施設への太陽光導⼊を進め、役場事務事業におけるゼ
ロカーボンを進めていきます。導⼊可能な役場庁舎、病院、公⺠館等主要な公共施設 35 施
設(2.31MW)への導⼊を順次進めるとともに、町内事業所への導⼊も興部町ゼロカーボン
推進会議で具体的な⽬標設定を⾏います。 
 また、⼀般住宅への導⼊については、築 50 年以上経過する 1980 年以前の建物は旧耐震
基準" により建築されていることから倒壊や損壊のリスクが懸念されることから導⼊⽬標か
ら除外し、新耐震基準にて建築された⼀般住宅 739 ⼾(6.1MW)について導⼊を推進します。 
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②太陽光（⼟地系）への導⼊ 
 ⼟地系への太陽光導⼊については、導⼊ポテンシャルは⾼いもののその多くが農地であ
ることから、未利⽤の町有地への導⼊を進めます。当⾯の⽬標では、役場から 1km 以内に
⽴地する公共施設へ、2MW の太陽光を導⼊し、マイクログリッドによるレジリエンス強
化とゼロカーボンの推進を⾏います。 
 
③⾵⼒発電の導⼊ 
 REPOS における⾵⼒の導⼊ポテンシャルは 1,981MW と⾮常に⾼く、地域内で活⽤が可
能となれば有望な再⽣可能エネルギー源となる。2001 年（平成 13 年）に酪農の丘に建設
した興部町⾵⼒発電所（現在は廃⽌）は当時オホーツク海側において先駆的に導⼊した設
備であり、隣接するオホーツク農業科学研究センターへ電⼒供給を担っていた実績があり
ます。 
 ⾵⼒発電の導⼊については、⺠間企業や北海道とも連携して有⽤なエネルギー源となる
よう検討を進めていきます。 
 
④バイオマス発電の導⼊ 
 主要施策１に⽰した通り、家畜ふん尿のバイオガスプラントを新設するとともに、既設
のバイオガスプラントについても、FIT 売電終了後には地域内利⽤を⾏いゼロカーボンの
推進を⾏なうための検討を進めていきます。 
 また、⽊質系バイオマスについては、町有林・私有林で発⽣する林地残材の有効活⽤先
として、隣市の⽊質バイオマス発電所へ供給されていますが、町内での活⽤に向けた検討
を進めていきます。 
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表 17 再⽣可能エネルギー導⼊⽬標 
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表 18 太陽光発電ポテンシャル（環境省、⾃治体再エネ情報カルテ） 
 
また、表 18 は太陽光の区分別ポテンシャルを⽰したものです。太陽光の導⼊ポテンシャ

ルでは、中区分において⼟地系が 1,963MW と太陽光の 97％を占めていますが、そのうち
1,956MW が畑（耕地）であり、その⼤部分が牧草地であることから、適切な⼟地の管理
と導⼊が必要です。 
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(3)主要施策 3 省エネルギーの推進 

 
●事業所で⾞両を更新する場合は、必ずエコカーへの切り替えを⾏う。#$%&'()&*+,-.

●EV、PHEV の導⼊時は、再エネ発電設備および充電設備の設置も⾏う/

 
利用するエネルギーを再エネ由来に転換するのと同時に、今使っている物の省エネルギ
ー化も効果的です。乗用車の買い替え時には、電気自動車（EV）をはじめプラグインハイ
ブリッド車（PHEV）やハイブリッド車（BEV）、次世代燃料を使用する水素自動車（FCV）
などのエコカーへの置き換えによる省エネルギー化、また省エネ性能が高い家電への買い
換えなども効果的です。 
本町は 1989 年（平成元年）の JR 名寄本線廃止以降、移動交通手段は路線バスや自家用
車に限られどちらも町民の足としてなくてはならない存在となっていますが、その燃料は
ガソリン等の化石燃料に依存しています。公共交通としての町営バスの EV 化により移動
手段の拡充とともに環境負荷の改善に取り組んでいきます。 
 また、自家用車については地域特性として長距離移動が見られることから、利用シーン
に合わせたエコカーへの買い替えを促進していきます。 
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 建築物の断熱性能については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成
⼆⼗七年法律第!⼗"#） に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省$とし
て定められています。この省エネルギー基準は、1980 年（%& 55 年）に'めて基準が(

)され、それ以前の住宅については断熱性能など具体的な省エネ性能について定められて
いま*ん。 1980 年の+定以,、現在まで３-の./が⾏0れ、 2025 年（$& 7 年）には
省エネ基準である断熱等12 の適合義務化が3り4まれる./が⾏0れる5定で 、67新
築の建築物は省エネ基準に適合することが必要になります。 
 断熱等1３以8の住宅については、断熱等12へ.9することで、エネルギー効率を⾼
めることができ、温室効果ガスの削減につながります。本町における断熱等1別の住宅個
:（推計）については 表 19 のとおりです。 
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表 19 本町における省エネ基準に基づく住宅の;合  
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 全体の 84.5％住宅が断熱.9により省エネルギー化が可能であり、 2025 年基準となる断
熱等12に.9すると<定した場合、 .9前排出量 1,138t=>O ! から 405t=>O ! の温室効果
ガスの削減が可能です。（表 20） 
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表 20 断熱.9による温室効果ガス削減量  
 
 また、省エネルギーの推進においては、?くなった家電の@い替えや 業務⽤ABの更新
なども効果的であることからCD的に推進していきます。 さらに、E( については 2027 年
Fまでに、⼀般E(⽤のG光H（G光ランプ）のIJ・K出⼊がL⽌されることがM定さ
れたため、2030 年までに NEO への切り替えを推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

(4)主要施策４ 各産業における脱炭素の推進!
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ª �� 都度設定して削減目標を更新する��

 本町は、酪農業や水産業などの一次産業が盛んであり地域の特性上、非エネルギー起源
の温室効果ガスが多く排出されます。化石燃料の使用に伴う排出とは性質が違い、燃料使
用量を減らすだけではなく、生産方法の改善や技術革新による温室効果ガス削減など、長
期的な視点での取り組みが必要なため、産官学連携しながら排出量の削減を行います。 
各産業における取り組みについて表 21に示します。 
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表 21 P産業におけるゼロカーボンの取り組み  
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(5)主要施策 5 脱炭素社会へ向けた啓発活動 

①! 興部町ゼロカーボンシテQRS  
ゼロカーボンの推進は、省エネ設備の更新や再エネの導入のみでは達成できず、わたし
たちの生活の中でいかに行動を変えていくかが重要になってきます。一人ひとりが、少し
ずつ心がけ、それがいつか当たり前に実行できるようになることで、ゼロカーボンが達成
されていきます。 
2023年 11月に宣言した「興部町ゼロカーボンシティ宣言」では、全町民で取り組む !"

個の重点取り組みを設定しており、生活の中で少しの心がけでできる目標としています。 
 
#

＜興部町ゼロカーボンシティ宣言で定めた事項＞#

I.! 不要な照明、機器の電源はオフ 
II.! 電化製品は省エネ性能に優れた製品へ更新 
III.! エアコン、暖房設備の温度は一定に 
IV.! 空調機器の定期的な清掃 
V.! 市街地の移動は極力環境負荷の少ないモビリティで 
VI.! エネルギー使用量を記録する 
VII.! ゴミの分別徹底による排出量を削減、資源化 
VIII.! 環境認証マーク付き商品の使用 
IX.! 再エネ設備・クリーンエネルギー自動車の導入 
X.! 従業員等への取り組み周知 
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②! 産業Tとに取り組UV発活動  
 興部町ゼロカーボンシティ宣言では、全町民で取り組む 10個の重点取り組みのほか、
各構成員が個別に取り組む行動を「ゼロカーボンアクション宣言」として設定しました。 
 各構成員が事業所内で率先して取り組みを実行しています。 
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表 22 ゼロカーボンアクション宣言一覧 
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③! 環境WX  
 本町では、環境WXもCD的に進めており、Y年-役場から環境部⾨担当Z[が\]と
してバイオマスやゼロカーボン、SO^_ " に関する\義を`学a 1 年⽣から中学a 3 年⽣ま
でテーマを変えて実施している。また、興部町WXb[会ではcども向けの環境学dや成
⼈向け\eも実施しており、常に学びのA会をf供している ため、これからも学dの場を
f供しゼロカーボンを⽬指していきます。  
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表 23 推進する環境WXのg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"  SO^_ とは、「Sh_taij abke Oelekmnmejt ^mak_」のoであり、 2015 年 9 pの 国連qrット
でstされた 2030 年をuvとする「wx可能なy発⽬標」です。wx可能なz{を 実現
するために 17 の⽬標（ゴール）が設定され、z{の国々がその|成に向け取り組みを⾏
っています。 
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 ゼロカーボンに向けた具体的な取り組みを展開した場合の二酸化炭素排出量から、町有
林の森林吸収量を相殺した場合の 2030 年度、2050 年度の実質排出量の見込みを表 24に
示します。森林吸収量を相殺した実質排出量は、2030 年で 14,226t-CO��（2013 年度と比
較して 48%削減）、2050 年で▲720t-CO��（2013 年度と比較して 102.6%削減）と推計さ
れます。 
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表 24 }~取り組み•⽬を|成できた場合の実質排出量  
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 2030 年度の温室効果ガス排出量 48％削減、2050 年のゼロカーボン達成には、行政の
みならず町民・事業者などの各主体が協働で対策を推進し、「ゼロカーボンまちづくり」
を目指します。 
 

(1)役場の推進体制 

 本町では、全庁的に地球温暖化対策を進めるべく、2024 年に全課横断型の推進組織で
ある「興部町役場ゼロカーボンプロジェクト委員会（以下、PJ委員会という）」を設立
し、温室効果ガス削減を推進しています。PJ委員会は各課の係長職以下の職員で構成さ
れ、役場事務事業における温室効果ガス削減目標を定める「第 2次興部町役場地球温暖化
対策実行計画����」の策定や、その後の進捗管理、また各々が実施する事業における温室効
果ガス削減への提案などを行う実行的な組織です。 
 また PJ 委員会での検討内容等は、町長をトップとした課長職以上の職員で構成する
「課長等会議」に提案し、具体的な方策の意思決定を行います。 
全庁で課題を共有しながら、2050 年ゼロカーボンを目指し取り組みを推進します。 
 

   
 

図 15 役場の推進体+  
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(2)町民、事業者との推進体制 

 2050 年のゼロカーボン達成には、行政のみならずこの町で暮らす全て人々と協働で推
進していく必要があります。また、住みよいまちづくりを進めるには、町民や事業者の声
をまとめ上げ、的確に対策を推進していくことが重要です。このような、住民・事業者主
体の「ボトムアップ型」ゼロカーボンまちづくりを推進すべく、2023 年に町内事業者と
町民団体などを構成員とするゼロカーボン推進組織である「興部町ゼロカーボン推進会議
（以下、推進会議という）」を設立し、産業の発展とゼロカーボンの推進の両立を目指す
体制の構築を行なっています。本計画も、各産業界の動向を構成員からヒアリングしなが
ら、事業計画と合わせゼロカーボンを推進すべく協働で策定を行いました。 
 この推進会議と PJ委員会が連携し、計画の推進や修正等を行なっていきます。 
 

 
図 16 町民、事業者との推進体制 

 
�����-�h�w
��Ù���g ��

進捗管理については、二酸化炭素排出量削減対策や重点施策の評価を通じ、削減計画の
進捗についてのレビューや必要な部分の見直しを行う「PDCA サイクル」を実施し、毎年
の実施状況の確認や計画の微修正を行う短期的なものと、大きな修正も含めた長期的なも
のがあり、これらを繰り返して計画を確実に推進します。 
本計画は、国際事情の他国の政策やまちづくりの変化により柔軟に対応していく必要が
あり、適宜修正できるものとして推進会議内で改訂の検討を進めていきます。 
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ステージ 取組 時期 

計画
（Plan） 

  
・各部門の二酸化炭素排出量削減目標の検討 
・進捗管理の仕組みの検討 
  

必要に応じて  

実行
（Do） 

  
・毎年の PDCA 
   
＜計画（Plan）＞ 
・各部門の二酸化炭素排出量削減目標の計画の確認 
  
  
＜実行（Do）＞ 
・各部門における温暖化対策に関する情報の周知 
・重点施策の推進 
  
  
＜評価（Check）＞ 
・実施状況の点検 
・重点施策の進捗状況 
・点検結果の公表 
  
  
＜改善（Action）＞ 
・必要に応じた次年度の取組の見直し・改善 
・重点施策の進捗管理 
  

毎年 

評価
（Check） 

  
・実績の集計、達成状況の確認 
・町民や事業者へのアンケートによる取組実施状況
の把握 
  

必要に応じて 

改善
（Action） 

  
・計画改定の要・不要に係る検討、改定スケジュー
ルの検討 
  

必要に応じて 

表 25 計画推進の PDCA サイクル 
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共同研究 報€  
 
 

1 地域•炭素の必要性  
1.1 地域•炭素のために必要なアプロー‚  
 ƒが国が„…ている２†５†年のカーボンニュートラル|成は、経‡活動のˆw・発‰
を同時に|成しつつなされるものであり、そのためには地域の活⼒をˆwしつつ地域•炭
素を求めていく必要がある。すな0ち、•炭素を内在した地域にとって最Šな「まちづく
り」が}要である。本取り組みは、地域を構成する⼈たち⾃らが、ボト‹アップで地域•
炭素|成に取り組み、「•炭素をŒU地域にとって最Šなまちづくり」を⾏う理•を実現
するための、プロセスのfŽと実•をしたものである。  
 
1.2 ボト‹アップ型の地域•炭素構•  

ボト‹アップとは、トップ•‘ンの’であり、実務・現場からの“”を吸い上…、•策
M定者がそれをもとに“–M定をしていく過—をさしている。地域•炭素にかかる施策で
ある事務事業˜や区域施策˜の™成において、トップ•‘ン型で策定されることが多い。
トップ•‘ン型は、•策M定、実施がšuに実現できるというメリットがある⼀⽅で、⾃
分事としてとらえることが›しく、メンバーの“œが⾼まらない可能性があるという•メ
リットがある。ボト‹アップでの•策“–M定では、žŸく“”を取り⼊れることで、合
“ 成を¡¢的£つつ•策“–M定が できるため、ス‹ー¤に•策をy¥で切ると¦えら
れている。⼀⽅で•メリットとしては、関§者からの情報収¨および議©の上で⽅針を定
めていく性質上、M定までの時間がかかるという~がª…られる。  
 

! " # $%&'()*%()+,-./0 #
 ボト‹アップ  トップ•‘ン  

プラス ・現場のニー¤やアイ•Qアが«
¬されやすい  
・メンバーのモ‚­ーションを⾼
める効果がある 

・“–M定が®¯かつス‹ー¤に
進U  
・経°±oと連動した新²事業を
³出しやすい  
・経°資源を¨中的に´⼊できる  

マイµス  ・“–M定が¶れる可能性がある  
・経°±oと連動しない可能性が
ある 
・現場のアイ•Qアの実現可能性
や実⾏可能性の低さによる·¸  

・メンバーのモ‚­ーションが8
がる可能性がある 
・“–M定者の¹断rスによる·
¸の可能性  

 
地域•炭素を計画するºには、トップ•‘ン型での計画策定が多く”受けられる。そこ

で本»では、ボト‹アップ型の地域•炭素計画の策定に向けて、どのような⽅法があるの
か、またどのような¼½があるのかを、実•を経て¾¿する。  
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2 ⾃ら™り上…る•炭素事務事業˜  
2.1 実⾏計画事務事業˜策定までのプロセス  

ボト‹アップ型の地域•炭素を実現するため、まずは町内の⼿本となる興部町役場の•
炭素計画である「地⽅公共À体実⾏計画（事務事業˜）」の策定を⾏った。図 2=2.Á に⽰す
ように、３つのステップを経て、ボト‹アップ型の事務事業˜策定することをfŽし、実
施した。 
 

 
1 " #$%&'()2.34567898:;<=>.?@() #

 
1)1_tステップ「Âる」  
まずは、•炭素とはなにかÃ、なÄ•炭素が必要
なのかÃをe学でÅ強をするA会を設けた。対象
は興部町役場Z[全[とした。Å強会のテーマは
「なÄ•炭素なのかÃÆ 100 年先の地域のために
Æ」として\]による\Çを⾏った。内Èは、①
地球²Éでの⼤きな変化として、 SO^_ と 2015 年
のÊリË定からのz{のÌれをÂり、次に②Í本
における•炭素に対する取り組みの⽅向性、③•
炭素と気Î変動の関§性として、 IP>> 第Ï次報
€に基づき、温室効果ガスが気Î変動の要Ðとな
っているという科学的•ータをÂり、最後に④も
しこのままÑもしなかったら、もしÊリË定にあ
るように気温上Òを 1.5Ó以8にÔえるような⾏動が実現できたら、⾃分たちの⽣活にどの
ような影響が起こる可能性があるかをÅ強した。Å強会を通して、•炭素を「⾃分事」と
するための第⼀Õを興部町役場Z[がÖみ出した。  
 
Å強会後の×Ø者から以8のようなÙがÚかれた。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#
1 ABCDE7FGHIJKLMNO$

-PQR< #

!"#$%&'()*+,-./012.&'(345
67896:;<=>?&@ABCD3EFGH6IJ
4KL3M12&@ANOPJ7C/0J)/Q/7&
,6MRSJTUVWQXYIL: Z

[L\&]^.75 _1` .)M a bcLD& def ghi
3jklmnDo796 pIDYIL:YLM 12&"
q#&rs.tuvwxyz{|}~36X/0/ DM
•&€•/‚ƒ&„ƒ…rs34596pRSJ†DY
IL : Z

!"#$%&'
()*+

,-. $%&'
(/0*+

123$%&'
(456+

67689
:;
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2)2jd ステップ「¦える」  
1_t ステップの「Âる」をÖまえて、「⾃分のÛで¦える」というグループÜークを実施し
た。×Ø者はP¼１Ýずつの×ØをおÞいした。×Ø者１ßÝを2つのグループに分け、
àレインストーrングを⾏った（表 2=2.Á）。 

 
 
グループÜークでは、àレインストーrングを通して、
「ゼロカーボンに向けてこんなことができるのではない
かÃこんなことをしてはどうかÃ」というアイ•Qア出
しを主な⽬的とした。グループÜークは áâ 法を×¦とし
て、メンバーをアイ•Qアを付ãに)⼊し、ÉJäにå
っていき、最終的にPグループのアイ•Qアを発表し
た。 
２つのテーマを設定した。ゼロカーボンをæçに¦える
ため、テーマ１として、「⾃分の仕事とゼロカーボンの関
0る部分はÃ」というグループÜークを⾏った。その
後、町Z[であることから、テーマ２「興部町全体でゼ
ロカーボンに取り組UにはどうしたらいいかÃ」という
地域というè~をŒめたグループÜークを⾏った。  
第２éÅ強会の⽬的はあくまで「•炭素のためのアイ•
Qア出し」ということで、5算やマンÊÜーなどの実⾏
可能性にかか0る要Ðは⼀切¦えず、アイ•Qア出しに
êしたグループÜークを⾏った。  
 
 
 

#
! A#BSTDE7FUHIJKLMNO$-PQR< #

VWO) " # XYZ[9\]^Z_9^Z_9^ #
VWO) A# `abc^Zde^Zfg^Zhijk^ #
VWO) l # mn^Zo:pI^Zqrstuvw^Zf

g^ #
VWO) x# mn^Zyz{|^ZXY #
VWO) } # o:pI^Zyz{|^Zqrstuvw

^Z #
`abc^ #

#

#

#
1 l# FUHIJKLMNO$
-PQR~.VWO)•O€ #
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!
" #! $%&'()*+,*-./012/345'6 78!

 

 
" 9! :;<=>?$%&'()@ABCD@EFGH+IJJKL345'6 78!

!
3) 3ëdステップ「⾃分事」 
第２éÅ強会を経て、いよいよ最終ìíとして、「⾃分
の業務として•炭素をとらえてみる」ためのグループ
Üークを⾏った。このグループÜークでは、第２éゼ
ロカーボンÅ強会で出た⾃îな発•を、より⾃分事と
するため、分類しèï化した。分類のポイントは以8
の２~とした。  
 
 
 
 
 
 

#
1 •#F‚HIJKLMNO$
-PQR~.VWO)•O€ #
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① ðードñ備òóôトñ備  
 ðードñ備は、「太陽光Êネルの導⼊」や「建物の.9」などの設備導⼊や建設な
どを“õしている。óôトñ備は「ö要な時の消Hの÷⾏」や「øーマイカー•ーの
設定」などの、ルールや²7の変更・.ù、“ú.ûなどをŒUこととした。  

 
② üu的（取り組みやすい）ò中ýu（取り組みにくい）  

対策の実⾏の›þ-を表現するため、üu（ 2030 年）と中ýu（ 2050 年）を設定
し、それぞれの対策の位置を、定性的にMめていった。  

 
以上の２つの分類ポイントを Á=ÿ e標にとってPアイ•Qアを分類し、èï化した（図

7 を×E）。  
 第３éゼロカーボンÅ強会でも、第２é同様にP¼から１Ýずつ担当者に×Øいた!き、
合計１"Ýが×Øした。×Ø者を 5 つのグループに分け（Pグループ 3,4 Ý）、グループÜ
ークを実施した（表 2=2.Á） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#
! l# Bƒ„8E7F‚HIJKLMNO$-PQR< #

!"#$ %& '()*+,-./0123+,45+,6(+ &
!"#$ 7& 89:;,<=>?@A@<=+,BCDE+,

F@G(H &
!"#$ I & -./0123+,JKLM+,NO+,-./01

23+ &
!"#$ P& NO+,<=>?@QR+,6(+, &
!"#$ S& BCDE+,TUVW+,89:;,-./012

3+ &
#
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2.2 事務事業˜の特#  
 以上のような経$を経て、 2023 年 4 pに「第２次興部町役場地球温暖化対策実⾏計画」
が策定された。 
 

 
 
計画の中の「第２%  計画策定までの⼯—」には、役場Z[がÅ強会を通して⾃ら¦えた
プロセスが)&されており、'⾃治体や企業でのボト‹アップでの•炭素⾏動計画を™成
するºの×¦になるものとなっている。  
また、特#的な~として、「ゼロカーボンプロジ(クトb[会の設置」がある。このb[
会では「P¼より１Ý)出し、P¼の温室効果ガスの排出量管理や事務事業˜の.定に関
する検討を⾏う」とされており、事務事業˜™成のºのゼロカーボンÅ強会が*体となり、
実⾏するºの実務者会議として設置することとなった。  
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3 地域特性を«¬さ*た区域施策˜  
 地⽅公共À体実⾏計画（区域施策˜）を策定するにあたり、地域の実情を«¬した排出
量の推計、が⼤きな¼½となっている。  
 
3.1 地域特性を«¬した⼆酸化炭素排出推計  
+調査①,  町内エネルギー供給事業者からの情報f供  
 町内の 8 つのエネルギー燃料（H-、 NP ガス、A }- ,> }-、ガóリン、.-）供給
事業者にヒアリングを実施し、2023 年-の総供給量の/0を⾏った。また供給先を家庭⽤、
事業⽤に分けて情報の¨1を⾏った。Øえて、特定排出事業者である A 2については、3
⾃にエネルギー4⼊をしているため、別5情報収¨を⾏った。  
 Pエネルギー種に対して、表に⽰す排出§:等を6じて⼆酸化炭素排出量とした。  
 
 
 
 

M #! NOPQRSTUV !
* ½¾ * ¿À ÁÂ * Ã Ä¾ * Á Å Æ

\ *
Ç¾ *

* }H
() ! ÈÉ¿*

}H
() ! ÈÊG*

}H
() ! ÈÉ¿*

}H
() ! ÈÉ¿*

}H
() ! ÈÉ¿*

- . /
0 *

DËE* BDËG* DËIE* DËGD* DËAD*

 
 

表 5 に調査の7果である、家庭表、事業⽤のエネルギー供給量、図 8 にPエネルギー種
Tとの⼆酸化炭素排出量を⽰す。  
 

M 9WXY5Z'[\] !
* ½¾ * ¿À ÁÂ * Ã Ä¾ * ÁÅÆ\ * Ç¾ *
* Ì É¿Í* Ì Î ÊGÍ* ÌÉ¿Í * ÌÉ¿Í * ÌÉ¿Í *

dÏÐ * BCKI™* GA* J* KDG* GBA*
ÑÒÐ * ™ID* GF* BCDID* GKE* DCDG™*

n¬ * DCKEB* IJ * BCDID* BCDJK* DCEEE*
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" ^W[\XY5Z'_`a*NOPQRST] !

 
+調査②,  町内供給電⼒（変電所•ータ）から推計  

興部町に電気供給をしている変電所（興部変電所と F 8別の２か所）における供給電⼒
を北電ネットÜークから•ータを£て推計した。算出には、「Êンク電Ì（ A）、Êンク電
圧（V）、⼒率、時間（da9）」の 2023 年のp別の:値を使⽤し、8)の:で電⼒量を推計
した。 
 
{ÓÔ5…1{Õ\ÖÓ×…2{Õ\ÖÓØ…2{ÔÙ…2{ÚÛ…2{ÜÝÙ… *

 
ここでの;<率は8)のように定義される。  

 
;<率  =（Í消費電⼒量 kW>）?（Í最⼤電⼒ kW@24>） 

 
;<率は⼀ÍA位で上8することからBーク電⼒がçCしていても、使い⽅（;<率）

がDなると消費電⼒量は⼤きくDなる。そこで;<率を 30％と<定して推計することにし
た。また"EFÌであるため電⼒量にG３を6じた。また電⼒における⼆酸化炭素排出§
:は北海道電⼒からf⽰された 5.35@10#$(t>O ! ?kW>)を使⽤した。これらをHけ合0*る
ことで⼆酸化炭素排出量を推計した。 
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! "#$ !

%&'( ) !
*+$ !
%,- ./ ! ) !

0 1 ! 02345! 464!
3 1 ! 02778! 9:7!
5 1 ! 8;6! 93; !
: 1 ! 83; ! :84!
9 1 ! 88; ! 95: !
4 1 ! 02797! 943!
6 1 ! 02300! 4:; !
; 1 ! 02344! 46; !
8 1 ! 02054! 47; !
071 ! 02759! 99: !
001 ! 02760! 965!
031 ! 02306! 490!
<= ! 052060! 627:4!

!
" bWcd*ef[\] !

 
図 9 に⽰すように、興部町内での電⼒使⽤量はIJ（ 7 p、 8 p）、KJ  
（12 p、 1 p）にそれぞれBークとなる。  
 
 
+調査③,  アンケート調査による住⺠の電⼒Lエネルギー使⽤推計  

/0の›しい家庭部⾨を対象として、町内 1600 ⼾を対象としたエネルギー・電⼒使⽤量
アンケートを実施した。アンケート調査を実施するにあたり、２つの~を実施⽬的とした。  

 
アンケート⽬的１：家庭でのエネルギー消費の量および 態の/0  
エネルギー使⽤について、給Mや暖N、Oッ‚ンでどのようなABで利⽤しているのか

をéPしてもらった。Øえて、$& 5 年のKJとIJのガス料Q、H-料Q、電気料Q、
その'料Qについても)&いた!いた。またR性として、zS⼈:、住T 態（⼾建て më
¨合住宅）、築年:をéPいた!いた（図 10「①エネルギー使⽤量アンケート」）。 

電気使⽤量についてはよりUVに調Wるため、図 11 に⽰すようなアンケートにも図 10
と同時にéPいた!いた。éPは8)のXまたはYのどちらかの)⼊するものとした。  

 
X：$& 5 年のpYの検針Zをみて[接)⼊しもらう  
Y：興部町役場に$&５年分のみの電⼒料Qの実績をy⽰する「料Q実績y⽰\

4]^b_状」に`aをしてもらい、役場担当¼が[接情報を⼊⼿できるようにす
る 

 
なお、アンケートはすWて興部町役場担当¼に¨1され、そのうち①アンケート使⽤量

アンケート中の「zS主Ý」「住所」「電bc#」および②電⼒使⽤量アンケートの「料Q
実績y⽰\4]^b_状」に§る個⼈情報については、個⼈の特定できない状態の•ータ
で本検討にf供されている。  

 
アンケート⽬的２：•炭素に興õをwってもらう  
アンケートにéPいた!くことで、まずは「興部町は•炭素に取り組んでいる」という

!

"!!

#!!

$!!

%!!

&!!

'!!

(!!

)!!

" # $ % & ' ( ) * "! "" "#
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67
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ことを住⺠にÂってもらうことをdった。eしでも興õをwってもらうため、図 12 のよう
に、「みんなで町のゼロカーボン計画を™fうg」といった×Ø型をイメージさ*るとと
もに、「hERO  >ARiOj OáOPPE 」というオリジµルロゴをあしらったkIマグカップ
のf供（アンケートéP者へのlmとして）を⾏った。  
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" ggWefij@klm/)n'o  
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" g7Wefij@klm/)n'o  
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アンケート7果のñ理⽅法  
・ガス料Qからガス使⽤量の推計  
ガス料Qより基本料QをnいたQoを、 1m%あたりのA位料Qで除して、pTとのガス使
⽤量を推計した。ガス使⽤量に対して、0.243m%?N と t=>O ! ?kN を6じて⼆酸化炭素排出
量とした &'。 
 

M pWqrij]stM !

Þß * •«hà *
BÊGáqâu9:h

à *

Ã* JÊ $ ãä BEÊ$ •y * ™FAå * DDEå *

æ*
BEÊ$ kçè EJÊ$ •

y *
BCFEFå * B™Bå *

( *
EJÊ$ kçè DJJÊ$ •

y *
DCJBGå * BKJå *

é *
DJJÊ$ kçè KJJÊ $

•y *
ICIJJ å * BEBå *

ê* KJJÊ $ kçèSën * ™C™JJå * BFKå *

 
・H-料QからH-使⽤量の推計  
H-料QをH-pqで除して、H-使⽤量とした。なお、H-pqは 2023 年-のrÛH-
pqを×¦ ! ' に 120 円?Nと設定した。H-使⽤量に 2.5t=>O ! ?kNを6じて⼆酸化炭素排出
量とした &'。 
 
・電気使⽤量からの⼆酸化炭素排出量の推計 
アンケートおよび料Q実績y⽰により、[接p別の電⼒使⽤量が/0できるため、電⼒量
に対して排出§:（ 5.35@10#$ t=>O ! ?kW>）を6じて⼆酸化炭素排出量とした。  
 
 
 
7果①  アンケート調査s要  
 

 
zS⼈:（t：⼾建て、u：¨合住宅）  
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築年:（t：⼾建て、u：¨合住宅）  

 
住T 態  

" guW/)n'ovw*xy !
 
7果②  ⼾建て住Tの場合のzS構成・築年:と⼆酸化炭素排出量  
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" g€W•‚ƒVaNOPQRST]*kU3}~•8 !

 
7果③  ¨合住Tの場合のzS構成・築年:と⼆酸化炭素排出量  
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" g‰W•‚ƒVaNOPQRST]*kU3…†‡ˆ8 !

 
 
3.2 Ž分法と本推計のvい   

本調査で特に}~をおいて調査した家庭部⾨におけるŽ分法と本推計の¡¢をおこなっ
た。2023 年の興部町⼈⼝ 3564 ⼈（1819 zS）であった。北海道全体の排出量 (2021 年
11,809 千トン=>O ! ?年、280 wzS )からŽ分すると、 7.68 千トン=>O ! ?年と推計された。 

本検討で£られたアンケート7果より、興部町内全zSにxyして¦えた場合、表 6 の
ようにñ理された。  

アンケートに基づく推計は、Ž分法と¡¢すると1 2,000（t=>O ! ?年）—-⾼い排出量
となった。 

 
M ‰W! /)n'ovw@Š‹ŒNOPQRST]•Ž !

/0 1
234
5 647 1

235 1
6237 1

89 1
6:; <= ! 71

>? 1
6:; <= ! 71

@A 1
6:; <= ! 71

BC 1

DE 1 F4 1 GHI1 GJK1 LF1 LMM1 NIG1
G4 1 ILI 1 FOKHG1 FIG1 FOIKL1 MOJLN1
M4 1 MHK1 FOFGI1 JI 1 JKK1 GOHHF1
P4 1 FHM1 MMF1 GL1 GII 1 IGM1
L 4 1 LI 1 FNK1 FP1 FPL1 MPN1
I 4 1 GN1 LL1 J1 JM1 FMP1
J 4 1 K1 LH1 G1 GP1 JJ1

QB 1 F4 1 GIM1 GMF1 IL 1 IJN1 KJM1
G4 1 FFM1 FLK1 GN1 GKH1 PJJ1
M4 1 GN1 PF1 J1 JM1 FGH1
P4 1 PJ1 IF1 FG1 FGF1 FKM1

BC 1 FONFK1 POPGM1 PPN1 POIKI1 KOLIJ1
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4 興部町での検討を経て 
 本検討を通して、⾃らボト‹アップ で地域•炭素に 向かうための}要なè~や検討すW
き~を、以8にまとめる。  
 
・どうやって住⺠や事業者をzき4んで•炭素を進めるのか。どうやって⾃分事にできる
のかが必要!fう。そのためには、 ⾏動の成果の”える化 が必要!fう。{づくりなどメ
リットが”える、ということが}要!fう。  
・•炭素はÚこえは いいが、「⾏動の7果どういうことになるのかÃ」を”えるかが必要
!fう。しかも⼀過性ではなく、|xして発}するような仕組み（Ÿ報やイ­ントなど）
が必要!fう。  
・地域でのq~が起きない、温-~が起きないようなことも⼤•€!fう。•表者会議の
みで3り上がる!けではなく。  
・どの‚らい理ƒしているのか。  
・⾃分たちの⾏動の”える化が必要!fう。  
・排出量に[接かか0るような⾏動と個⼈ができる⾏動とのリンクが›しく、効果の定量
化が›しい。  
・取り組みの成果や効果のとらえ⽅も⼤事ではないか。gえば、電気のスイッ‚のオン・
オôをしたとこfで、:„としてはインÊクトは`さいので、「……という⾏動をすると、
⾃動⾞…時間†‡分の削減になります」といったように、すWてを「 >O ! 」の:„ではな
い表現で、どんな⼈にも理ƒできるような表現も⼤事!fう。  
・•炭素⾏動の7果、[接的な0かりやすいインセンテQàが効果的ではないか。gえば、
ポイント+など。  
・£をする•炭素⾏動を⾃分で)ˆ「)t‰」を™るというかたちはどうか。（「こうしま
しŠう」ではなく。）  
・`²É⾃治体や‹舎の⾃治体の場合、⽬から⾃Œと⼊ってくる情報がD•にeないため、
⾃ら•炭素に関する情報にŽれようとしないvり、情報の••が›しい。  
・情報の発}の⽅法を¦えるWき。地域によっては必ずしも•ジタルでの情報f供がŠい
という0けではなく、アµログなä­ースでの„⽰‘も有効である。  
・•炭素をŒめ、•策や⾏•qー’スを効果的に実施するための、マーケテQングをする
必要があるのではないか。 
・計画策定のために定量化は}要であり、全体⽬標設定が必要!fう。⼀⽅で、 •炭素⾏
動を実⾏する・xけるための 排出量の定量化もあるのではないか。つまり、定量化の—-
もある!fう。  
 
 
 
×¦“”  
1) 算定マニュアル 
2) 経‡産業省北海道経‡産業•：北海-の地域別H-pq（–|）の推—： c>ëmme=
e˜tej_imj™??efaidjbmjjjibncašnc›kckefijdmkaš?>ttn_™??œœœ.>kd.meti.›m.šn?>mkjm?tmh9h?
f9•data?›ëan>2023f9.ndf（žŸÍ： 2024 年 12 p 23 Í）  
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